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 2025 年 11 月 21 日 

株式会社パワーエックス 

取締役 代表執行役社長 CEO 伊藤 正裕 

問合せ先： 経営企画部 03-4400-7296 

 
 
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社グループの長期的な競争力の維持向

上を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題と認識しております。当社グ

ループは株主、顧客、従業員、取引先、社会など様々な利害関係者に対して責任ある企業経営を実現す

ることを目的とし、コーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、適切な情報開示による透明性・

健全性の向上と、市場の変化、経営環境の変化に対応できる組織体制の構築に努めてまいります。 

 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 

 

 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

株式会社 FAROUT 4,970,000 15.47 

アキュメン株式会社 4,956,000 15.42 

今治造船株式会社 2,184,000 6.80 

日本瓦斯株式会社 1,140,000 3.55 

日本郵船株式会社 917,000 2.85 

伊藤忠商事株式会社 900,000 2.80 

FRONTIVE X LIMITED 879,000 2.74 

株式会社三菱 UFJ 銀行 856,000 2.66 
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Spiral Capital Japan Fund２号投資事業有限責

任組合 

773,000 2.41 

持田昌典 696,000 2.17 

 

支配株主（親会社を除く）名 無し 

 

親会社名 無し 

 

補足説明 

― 

 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 グロース市場 

決算期 12 月 

業種 電気機器 

直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人以上 500 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

該当事項はありません。 

 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

該当事項はありません。 

 

 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 指名委員会等設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 13 名 
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定款上の取締役の任期 １年 

取締役会の議長 会長(社長を兼任している場合を除く) 

取締役の人数 ７名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 ５名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 

５名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 
会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

パオロ・セルッティ 他の会社の出身者            

シーザー・セングプタ 他の会社の出身者            

マーク・ターセク 他の会社の出身者            

芹澤 貢 他の会社の出身者            

佐久間 達哉 弁護士            

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 
所属委員会 

独立 
役員 

適合項目に関する補足

説明 選任の理由 指名 
委員会 

報酬 
委員会 

監査 
委員会 

パオロ・セルッティ 〇 〇 ― 〇 ― 社 外 取 締 役 パオ

ロ・セルッティ氏

は、蓄電池事業を展

開するグローバル
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企業での経営全般

に関して豊富な知

見を有しておリ、豊

富な経験と高い見

識に基づき、当社の

経営に対する独立

した立場からの助

言・提言を行ってい

ただけるものと期

待し、選任しており

ます。また、当社の

株式 37,000 株を保

有している他に、そ

の近親者及びそれ

らが取締役等に就

任する会社・団体等

を含め、当社との間

に人的関係、資本的

関係又は取引関係

その他の利害関係

は存在しないこと

から、一般株主と利

益相反が生じる恐

れがないと判断し、

独立役員として選

任しております。 

シーザー・セングプタ 〇 〇 ― 〇 ― 社外取締役のシー

ザー・セングプタ氏

は、グローバルテク

ノロジー企業での

経営に関し豊富な

経験を有しており、

豊富な経験と高い

見識に基づき、当社

の経営に対する独

立した立場からの
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助言・提言を行って

いただけるものと

期待し、社外取締役

として選任してお

ります。また、同氏

は 、 当 社 の 株 式

36,000 株を保有し

ている他に、その近

親者及びそれらが

取締役等に就任す

る会社・団体等を含

め、当社との間に人

的関係、資本的関係

又は取引関係その

他の利害関係は存

在しないことから、

一般株主と利益相

反が生じる恐れが

ないと判断し、独立

役員として選任し

ております。 

マーク・ターセク 〇 〇 ― 〇 ― 社外取締役のマー

ク・ターセク氏は、

金融業界における

豊富な経験と見識

を有しており、豊富

な経験と高い見識

に基づき、当社の経

営に対する独立し

た立場からの助

言・提言を行ってい

ただけるものと期

待し、社外取締役と

して選任しており

ます。また、同氏は、

当社の株式 46,000
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株を保有している

他に、その近親者及

びそれらが取締役

等に就任 す る 会

社・団体等を含め、

当社との間に人的

関係、資本的関係又

は取引関係その他

の利害関係は存在

しないことから、一

般株主と利益相反

が生じる恐れがな

いと判断し、独立役

員として選任して

おります。 

芹澤 貢 ― ― 〇 〇 ― 社外取締役の芹澤

貢氏は、金融業界に

おける経営者とし

ての豊富な経験と

高い見識を有して

おり、豊富な経験と

高い見識に基づき、

当社の経営に対す

る独立した立場か

らの助言・提言を行

っていただけるも

のと期待し、社外取

締役として選任し

ております。また、

同氏は、その近親者

及びそれらが取締

役等に就任する会

社・団体等を含め、

当社との間に人的

関係、資本的関係又

は取引関係その他
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の利害関係は存在

しないことから、一

般株主と利益相反

が生じる恐れがな

いと判断し、独立役

員として選任して

おります。 

佐久間 達哉 ― ― 〇 〇 ― 社外取締役の佐久

間達哉氏は、弁護士

としての豊富な経

験と高い見識を有

しており、豊富な経

験と高い見識に基

づき、当社の経営に

対する独立した立

場からの助言・提言

を行っていただけ

るものと期待し、社

外取締役として選

任しております。ま

た、同氏は、その近

親者及びそれらが

取締役等に就任す

る会社・団体等を含

め、当社との間に人

的関係、資本的関係

又は取引関係その

他の利害関係は存

在しないことから、

一般株主と利益相

反が生じる恐れが

ないと判断し、独立

役員として選任し

ております。 

 

【各種委員会】  
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各委員会の委員構成及び議長の属性 

 全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

委員長 

(議長) 

指名委員会 ５ ― ２ ３ 社外取締役 

報酬委員会 ５ ― ２ ３ 社外取締役 

監査委員会 ３ ― １ ２ 社外取締役 

 

 【執行役関係】 

執行役の人数 6 名 

 兼任状況 

氏名 代表権の有無 
取締役との兼任の有無 使用人との 

兼任の有無  指名委員会 報酬委員会 

伊藤 正裕 あり あり ○ ○ なし 

藤田 利之 なし なし × × なし 

中屋 英美 なし なし × × なし 

池添 通則 なし なし × × なし 

森居 紘平 なし なし × × なし 

小嶋 祐輔 なし なし × × なし 

 

 【監査体制】 

監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用

人の有無 
なし 

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項 

当社では、監査委員会事務局は設置しておりませんが、監査委員会の招集事務、議事録の作成、その他

監査委員会運営に関する事務は、監査委員の業務補助又は監査委員会の事務局として監査委員会スタッ

フ等の監査委員会の職務を補助すべき使用人が対応しております。 

 

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査委員、内部監査部門及び会計監査人による三様監査会合を開催しております。監査計画の相互の説

明・報告を行い、当社固有の問題点について情報共有を行うとともに、監査結果の共有を行うことで、

各監査機能の質的向上を図っております。また内部監査部門とは月に１回定例会にて各監査機能の連携

を図っております。 

 

 

【独立役員関係】 
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独立役員の人数 ５名 

その他独立役員に関する事項 

独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。 

 

 

【インセンティブ関係】 

取締役・執行役へのインセンティブ付与に関す

る施策の実施状況 

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制

度の導入 

該当項目に関する補足説明 

<取締役の報酬体系> 

・ストックオプションは、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進するための中長

期インセンティブ報酬としての位置づけであり、事業進捗に応じてストックオプションの内容及び各取

締役に割り当てる数を報酬委員会において決定し、割り当てます。 

 

<執行役の報酬体系> 

・業績連動報酬は、業績連動報酬最大額に、当社が事業計画に基づき別途設定する当年度社内売上目標

に対する達成率を 0％〜100％(100％以上の場合は 100％とする)で反映の上決定し、原則として年１回

支給いたします。 

・ストックオプションは、当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、株主の皆様とリスク・リタ

ーンを共有化し企業価値をより一層高めることを目的として、各執行役の責務に応じてストックオプシ

ョンの内容及び各執行役に割り当てる数を報酬委員会において決定し、割り当てます。 

 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役,社外取締役,執行役,従業員,その他 

該当項目に関する補足説明 

当社グループの現在及び将来の役職員等に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与や

優秀な人材のリテンションを目的として導入しております。 

 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 
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報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の基本方針】 

(a) 株主及び従業員に対する説明責任を果たしうる公正かつ合理性の高い報酬内容とする。 

(b) 経営の監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役の報酬等は、別体系とする。 

(c) 取締役の報酬等は、取締役が、その職務である経営の監督機能を十分に発揮するのに相応しい報

酬内容とする。 

(d) 執行役の報酬等は、執行役が、その職務である業務執行に対し強く動機付けられ、大きな貢献を

生み出せる報酬内容とする。 

(e) 取締役と執行役を兼任する者の報酬等は、執行役の報酬等のみとする。 

(f) 執行役と使用人を兼任する者の報酬等は、執行役の報酬等のみとする。 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外取締役のサポートは人事総務部が実施しております。取締役会資料は、人事総務部より事前に配布

し、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。 

 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 

当社は、経営の監督機能の強化と透明性の向上、意思決定の迅速化などを図ることを目的として、指名

委員会等設置会社制度を採用しています。この体制のもとで当社は、経営の監督機能と業務執行機能を

明確に分離し、業務執行の権限を大幅に執行役に委譲しており、経営の効率性と監督機能の強化を図る

観点から適切な体制であると判断しています。当社の各機関の構成員は次のとおりであります。 

a 取締役会 

取締役会は、７名の取締役(うち５名が社外取締役)で構成され、当社グループの経営の基本方針を

決定し、執行役及び取締役の職務の執行を監督しています。また、経営の基本方針の決定にあた

っては、持続的成長と企業価値の向上を実現するための経営戦略に関する審議を十分に行ってい

ます。取締役のうち１名は、代表執行役を兼務しています。取締役会は原則として取締役会長が

議長となり、毎月１回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しており

ます。取締役会の構成員は以下のとおりであります。 

取締役会長 鍵本 忠尚 

取締役 伊藤 正裕 

社外取締役 パオロ・セルッティ 

社外取締役 シーザー・セングプタ 

社外取締役 マーク・ターセク 

社外取締役 芹澤 貢 

社外取締役 佐久間 達哉 
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b 指名委員会 

指名委員会は、社外取締役３名、取締役会長１名及び代表執行役を兼務する取締役１名で構成さ

れております。年１回の開催を原則とし、取締役の選任・再任・解任等に関する議案の内容を決

議しております。指名委員会の構成員は以下のとおりであります。 

取締役会長 鍵本 忠尚 

取締役 伊藤 正裕 

社外取締役 パオロ・セルッティ 

社外取締役 シーザー・セングプタ 

社外取締役 マーク・ターセク 

c 報酬委員会 

報酬委員会は、社外取締役３名、取締役会長１名及び代表執行役を兼務する取締役１名で構成さ

れております。年１回の開催を原則とし、取締役及び執行役の報酬内容決定の方針を決定すると

ともに、これに基づく個人別の報酬の内容を各人の業績その他の会社への貢献度等を考慮した上

で決定しております。報酬委員会の構成員は以下のとおりであります。 

取締役会長 鍵本 忠尚 

取締役 伊藤 正裕 

社外取締役 パオロ・セルッティ 

社外取締役 シーザー・セングプタ 

社外取締役 マーク・ターセク 

d 監査委員会 

監査委員会は、社外取締役２名及び取締役会長１名で構成されております。月１回の開催を原則

とし、取締役及び執行役の職務執行の監査並びに会計監査人の選任及び解任等に関する議案の内

容を決定しております。監査委員は内部監査部門と緊密に連携して監査を実施しております。監

査委員会の構成員は以下のとおりであります。 

取締役会長 鍵本 忠尚 

社外取締役 芹澤 貢 

社外取締役 佐久間 達哉 

e 執行役会 

執行役会は、執行役 6 名(うち、代表執行役１名)で構成されております。月１回の開催に加え、

必要に応じて臨時執行役会を開催し、取締役会決議により委任された業務を執行しております。

また、取締役会の決議をもって執行役の中から代表執行役及び役付執行役を選定するとともに、

執行役の職務の分掌等を定めております。執行役会の構成員は以下のとおりであります。 

代表執行役 伊藤 正裕 

執行役 藤田 利之 

執行役 中屋 英美 

執行役 池添 通則 
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執行役 森居 紘平 

執行役 小嶋 祐輔 

f 内部監査 

当社では、独立した内部監査担当部署である内部監査室を設置しており、社内の各業務が経営方

針や社内規程・会計方針に準拠して行われているか、法令を遵守しているかについて、「内部監査

規程」及び内部監査計画に基づき、定期的に内部監査を実施しております。監査委員とも連携し、

経営改善が図れるよう指摘事項の適時適切な指摘と改善報告の実施を行っております。 

g 会計監査人 

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立の立場から会計監査が実施されて

おります。 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、指名委員会等設置会社を選択しております。指名委員会等設置会社は、監査役会設置会社や監

査等委員会設置会社と異なり、取締役会が業務執行の決定を大幅に執行役に委任し、取締役会自身は主

に執行役の監督機能の役割を担う機関設計であります。この点、当社においては指名委員会等設置会社

の機関設計を採用しており、経営の基本方針等の決定及び監督機能と業務執行の機能とを分離した方

が、経営の監督機能の強化、透明性の向上及び経営の機動性向上に資するものと判断しております。 

また、指名委員会等設置会社は、社外取締役が過半数を占める指名・監査・報酬の３委員会が、取締役

候補者の指名や役員報酬決定、取締役・執行役の職務執行の監査等を行う機関設計であります。この点、

当社においては指名委員会等設置会社の機関設計を採用した方が、役員人事や報酬に係る意思決定プロ

セスの高度化及び透明性の向上、ならびに取締役・執行役の職務執行に対する監督機能の強化に資する

ものと判断しております。 

 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

株主の皆様の十分な検討期間を確保するため、早期発送に努めてまいります。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

より多くの株主の皆様に出席いただくため、集中日を避けた開催となるように 

努めてまいります。 

電磁的方法による

議決権の行使 

機関投資家や海外投資家の株主構成等を踏まえて、より株主の利便性も考慮 

し、必要に応じて検討してまいります。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

機関投資家や海外投資家の株主構成等を踏まえて、より株主の利便性も考慮 

し、必要に応じて検討してまいります。 
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投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

招集通知(要約)の英

文での提供 

機関投資家や海外投資家の株主構成等を踏まえて、より株主の利便性も考慮し、 

必要に応じて検討してまいります。 

 

２．IRに関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャ

ー ポリシー の作

成・公表 

現在のところ作成・公表しておりませんが、株主・投資家の

皆様に対する透明性・公平性・継続性を基本にした情報提供

に努めており、今後当社 HPへの掲載を予定しております。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

個人投資家のニーズに鑑みて今後検討してまいります。 あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

定期的に決算説明会を開催する方針です。 あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

上場後の株主構成に占める海外投資家の比率を鑑み、海外投

資家向けの説明会の開催を検討してまいります。 

あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

IR 資料を当社ホームページに掲載します。  

IR に関する部署(担

当者)の設置 

執行役コーポレート領域管掌 藤田利之を適時開示責任者と

し、経営企画部を担当部署として設置しております。 
 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

当社は、中長期的な企業価値を向上するため「フェア・ディスクロージャー」と

いう考えに基づき、「株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆

様に対して、適時・適切に会社の情報を開示することは上場企業としての責務で

あり、この責務を果たすことが健全な証券市場を担う一員として必要不可欠であ

ることを十分に認識し、常に株主や投資家の皆様の視点に立ち、迅速・正確かつ

公平な会社情報の開示を行うことができることが重要である」ことを IR活動の

基本方針としております。 

環境保全活動、CSR 今後、検討すべき事項として考えております。 
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活動等の実施 

ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情

報開示を行う方針であります。 

 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、日常の管理業務において、社内規程に則り牽制機能を働かせながら業務を行うほか、「職務権

限規程」に応じた決裁権限を適切に行使することで、各職位が明確な権限と責任をもって業務を遂行し

ております。当社は 2023 年 7 月 1 日開催の取締役会（2025 年 7 月 1 日改訂）において、有価証券上

場規程第 439条で定める体制を構築するため、「内部統制システム整備に関する基本方針」を決議して

おります。以下は、当社が定める「内部統制システムの整備に関する基本方針」であります。 

 
1) 執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(a) 執行役会は、執行役及び使用人にコンプライアンスの実践を求める。 

(b) 執行役及び使用人は、当社の定めた規定に従い、企業倫理の遵守及び浸透を行う。 

(c) 中立・独立の社外取締役である監査委員を含む監査委員会により、監査の充実を図る。 

(d) 法務コンプライアンス部をコンプライアンスの推進に従事すべき部署とするとともに、内

部監査を担当する内部監査室を設置して、執行役及び使用人の教育、コンプライアンスの

状況の監査等を行う。 

(e) 内部監査室は、法令等遵守状況についての監査を定期的に実施し、その結果を執行役社長

及び監査委員会に報告する。 

 

2) 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(a) 執行役により構成される執行役会を設置し、情報及び意見の交換を促進することにより、

迅速かつ効率的な職務の執行に努める。 

(b) 取締役会及び執行役会それぞれの運営及び付議事項等を定めた「取締役会規程」及び「執

行役会規程」を制定する。 

(c) 社内の指揮命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、経営組織、業務分掌及び職

務権限に関する諸規程を制定する。 

 

3) 企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(a) 当社及び子会社における内部統制の構築を目指し、「関係会社管理規程」を制定する。 

(b) 当社執行役及び子会社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運

用の権限と責任を有する。 

(c) 内部監査室は、当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を執行役社長及び担当部署

及び責任者に報告し、担当部署は、必要に応じて内部統制の改善策の指導、実施の支援・

助言を行う。 
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4)監査委員会の職務の執行について生ずる費用に関する事項 

(a) 当社は、監査委員会が監査の実施のための費用を請求する時、当該請求に係る費用が監査

委員会の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことはできないもの

とする。 

 

5) 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、その取締役及び使用人の執

行役からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確

保に関する事項 

(a) 監査委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を要請に応じ、監査委員

会の職務を補助すべき取締役又は監査委員会補保するため、監査委員会の助員に必要に応

じて監査業務を補助させます。 

(b) 監査委員会の職務を補助すべき取締役又は監査業務の補助を命ぜられた監査委員会補助

員は、当該監査業務の補助に関しては、監査委員会の指示に従うものとし、執行役及び所

属する部署の管理職の指揮命令を受けないものとする。 

(c) 監査委員会は、当該取締役及び監査委員会補助員の業務執行者からの独立性の確保に努め

るとともに、その権限、属する組織及び人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査委

員会の同意権並びに監査委員会の指示権限の明確化などを必要に応じ検討する。 

 

6) 取締役（監査委員である取締役を除く。）、執行役及び使用人が監査委員会に報告をするため

の体制、その他の監査委員会への報告に関する体制及び監査委員会への報告をした者が当該

報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

(a) 執行役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、ただちに監査

委員会に報告しなければならないものとする。 

(b) 取締役（監査委員である取締役を除く。）、執行役及び使用人は、他の役員及び使用人の法

令違反行為を知ったときは、「コンプライアンス・リスク管理規程」に従い速やかに監査

委員会に通報する。 

(c) かかる通報は匿名でも受け付けるものとし、また、口頭、電話、郵便等いかなる方法でも

行い得るものとする。 

(d) 通報を受けたときは、法務コンプライアンス部、人事総務部等の対応部署が速やかに事実

関係の調査を行うものとし、この調査にあたっては通報者のプライバシーに十分配慮しな

ければならないものとする。 

(e) 監査委員会は、内部統制システムの構築及び運用の状況についての報告を執行役に対して

定期的に求めるほか、内部統制上の組織・規程・手続等の諸制度に変更があった場合にも

執行役に対して報告を求める。 

 

7) 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(a)執行役の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む。)の整理保管、保存

期限及び廃棄ルール等を定めた「文書管理規定」及び適用法令に基づき、適正な保存及び

管理を行う。 

(b) 取締役及び執行役はこれらの文書を常時閲覧できるものとする。 
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8) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

(a) 諸規定を整備し、事業活動を行うにあたり経営の脅威となりうる要因の洗い出しに取り組

むとともに、それら要因への対応力を強化する。 

(b) コンプライアンス・リスク管理委員会が全社的なリスクマネジメントを統括し、各部署に

おけるリスクマネジメントの適正化を図る。 

(c) 「リスクマネジメント基本方針」に基づき、リスクマネジメントに関する社内ルール化、

文書化、研修・教育の実施を推進することを通じ、当社の経営に対するリスクの軽減を図

る。 

 

9) 反社会的勢力の排除に向けた体制 

(a) 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、弁護士や警察等とも

連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。 

 

10) その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(a) 監査委員会は、自ら監査を行うほか、内部監査を有効に活用し連携することで、その実効

性を高める。 

(b) 監査委員会は、内部監査計画について事前に報告を受けると共に、必要に応じて内部監査

計画の変更を依頼することとする。 

(c) 監査委員会は、定期的に内部監査室から監査結果等につき報告を受け、内部監査の実施状

況を監督する。 

(d) 監査委員会は、定期的に情報交換を行うなど会計監査人との連携を密に行い、会計に関す

る監査を行う。 

 

11) 財務報告に係る内部統制の整備及び運用のための体制 

(a) 当社及び子会社は、金融商品取引法その他の関係法令及び「財務報告に係る内部統制の評

価及び監査に関する実施基準」（金融庁・企業会計審議会公表）等に基づき、「財務報告に

係る内部統制の基本方針」を定める。 

(b) 当社及び子会社は、同基本方針に則り、内部統制事務局を設置し、財務報告に係る内部統

制を整備し、継続的に運用する。 

(c) 当社の内部監査室は、当社及び子会社の内部統制の整備状況の適切性及び運用状況の有効

性を適正に評価するため、独立した立場から監査を実施する。 

 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方) 

 当社は、反社会的勢力との一切の関係・取引をしない、また利用しないことを徹底するための組織体

制について規定し、もって会社運営の適正及び経営意思決定過程の適性並びに役職員の生命、身体の安

全を確保することを目的に「反社会的勢力排除に関する規程」を定めております。反社会的勢力との関

係を遮断し、取引等を一切行わないために、事前に、また継続的な取引が発生する場合には定期的に取

引先等の調査を行う考えであります。 

 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

17 

(反社会的勢力排除に向けた整備状況) 

 当社は、反社会的勢力による被害を防止する為に、断固として反社会的勢力との関係を遮断し、排除

することを目的として「反社会的勢力排除に関する規程」及び「反社会的勢力排除マニュアル」を定め

ております。また、反社会的勢力との関係を遮断し、取引等を一切行わないために「反社会的勢力排除

マニュアル」を定め、当該マニュアルに基づき事前に、また継続的な取引が発生する場合には定期的に

取引先等の調査を行っております。 

 

 

Ⅴ．その他 

１．買収への対応方針の導入の有無 

買収への対応方針の導入の有無 なし 

該当項目に関する補足説明 

― 

 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

― 

 

 

【模式図(参考資料)】 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

 

以上 


